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A自動車工業株式会社ならびに M自動車

製作所の概要

小林 甫
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本報告書に収録した以下の 5論文は， I現下における自動車企業の職場構造と労働者生

活」という総合タイトルのもと，いずれも A自動車工業株式会社M 自動車製作所におい

て行った一連の調査に基づくものである。

第 1論文(藤井史朗)は M製作所における生産展開と，そこでの主要な労働=協業

形態の変容過程，ならび、にかかる労働=協業形態の差異の意昧するものについて，分析し

た。第2論文(浅川和幸)では，とりわけ商用車の最終組立ラインの 1職場を対象に，ラ

イン諸工程の作業編成を規定する諸原理の解明と，そうしたもとでのライン労働者の独特

な「ジョブ・コントロール」を扱う。第 3・第4論文(小林甫)は，第 2論文と同ーの対

象における職場社会の構造を，フォーマルな構造，インフォーマルな関係にまで下りて，

そこでの対抗と協調の姿をとりおさえる。また，白からの労働と生活を支える労働者の価

値規範の問題を，第 2，第 3論文の上に立って追及する。第 5論文(中江好男)は M

製作所の青年労働者の中から173名を取り出し，職場における労働生活を土台においた，

彼らの価値規範の構造と変容の方向性について分析したものである O

これらの諸論文の全体を通して，私たちは A自工M製作所の本工労働者層の「主体的

状態」分析，すなわち彼らの労働のあり方，彼らが作り上げている職場社会ならびに労働

組合の構造，それらを貫ぬく職場規範と生活規範の諸姿態，そういったものの個別具体的

な把握を試みたいと意図した。その試み自体は，地域労働市場の中で相対的高貨金を得て，

“安定している"大企業労働者像を描くことになるが，他方で M製作所の重層的な下請

企業群の企業と労働者生活については，布施鉄治・浅野慎一・小内純子・土田俊幸の諸論

稿が用意されている O 比較検討を行っていただければ幸いである O

本稿では以下，全体の行論展開に必要なかぎりで A自動車工業株式会社ならびに M

自動車製作所の概要を，あらかじめ提示しておきたい。すなわち，次の各項目の検討を行

一 1 一



うこととする o (1)自動車業界の中の A社， (2)A社の中の M 自動車製作所， (3)同盟 A社

労組と労使協議制度， (4)事業所労使協議制度と労組 M 支部， (5)M自動車製作所における

QC活動， (6)A社活性化提案と M製作所⑨運動，についてであるO

1.自動車業界の中のA社

A自動車工業株式会社は『定款Jにおいて次の諸事業を「目的」としている企業である。
すなわち，

(1) 自動車及びその構成部品(産業用に使用される自動車用エンジン及び燃料噴射ポン

プを含む)，交換部品並びに付属品の開発，設計，製造，組立，売買，輸出入その他の

取引業。

(2) 農業機械，産業用のエンジン(自動車用エンジン及び産業用に使用される自動車用

エンジンを除く)等及びその構成部品，交換部品並びに付属品の開発，設計，製造，組

立等に関する M重工業株式会社の下請及びその M重工業株式会社に対する販売。

(3) 中古自動車及びその構造部品並びに支換部品及び付属品の売買。

(4) 自動車用燃料及び油脂並びに計量器等の販売。

(5) 損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業。

(6) 前各号に付帯関連する事業。

である。もっとも，表 1にみるごとく，売上高に占める生産品目の比率では， (1)の事業が

92%程度， (2)の事業が 8%程度を占め， (3X4X5)はわずかでしかない。しかし， (2)の事業が

多いことは，業界トップのトヨタ自動車 2位の日産自動車と異っており 3位グループ

を構成する H社 M社と同様である。

表 1 売上高に占める生産品目の比率(1984年)

乗 ト- エ補 K そ 売上高フノ、 ジン E音力E D 用 y セ 車歯 の f蒲 考

車 クス ン等占色
、y

車 f也 (100万円)
ト

ト トヨタ自動車 57 18 24 1 。その他に日野生産車種の取次，住宅を含む 5，472 ，681 
ヨ
タ ダイハツ工業 87 13 469，950 
夕刊

日野自動車 36 47 17 392，688 1レ

f (合 計) (58) (19) (22) (1) (ー) ( 0) (6，335，319) 

日 日産自動車 68 17 12 2 l その他に繊維機械，宇宙航空を含む 3，460，124 
産

その他に機械，車両，航空機を含む富士重工業 85 4 11 602，735 
グ
)レ 日産デイーゼル 21 52 27 238，582 

プ (合 計) (62) (18) (11) (1) (ー) ( 2) (4，301，441) 

H 本土 62 21 17 その他に汎用製品を含む 1，846，028 

M 社 56 18 13 4 9 その他に削岩機、工作機械を含む 1，431，815 

A 社 46 36 7 11 その他に農業機械，産業用エンジンを含む 1，173，631 

鈴木自動車 61 15 24 524，259 

いすず自動車 14 59 29 769，071 

(資料:日本経済新聞社『会社名鑑.1r会社総鑑』各1986年版より)

- 2 -



事業(1)の中では，自動車が合わせて87%，エンジン・補助部品等が 5% (エンジンのみ)

であるが，その自動車生産の国内市場における車種別台数シェア(1983年)をみると，表

2のことくである。 A社は，トヨタ自動車や日産自動車など，同業の他メーカーと違って，

全車種の生産を行っているところに 1つの特徴があり，図抜けた車種部分を持つてはいな

い。そうした中では，大型パス (28.2%のシェア)が同車種で第 2位，小型トラック(1l.0%)

が第 3位を占めている。 A社は，乗用車よりも商用車部門が健闘しているのであって，

表 2 自動車園内市場における車種別台数シェア(1983年)

普通 小型 軽 普通ト 小型卜 軽 ト大型 小型 全自動車

乗用車 乗用車 乗用車 ラ yケ ラ yケ ラック ノf ス ノf ス シェア

ト グ トヨタ自動車 50.2 33.1 40.3 28.5 47.9 29.4 
ヨ 1レ ダイハツ工業 2.1 22.9 l.1 3.7 22.1 3.1 4.8 
タ
フ。
日里子自動車 5.7 30.9 1.4 0.5 

之口〉、 計 50.2 35.2 22.9 47.1 32.2 22.1 30.9 52.4 34.7 

日 ケボ 日産自動車 46.1 2ち.7 18.6 24.3 28.1 22.5 
J(.， 
富士重工業 2.9 23.3 5.9 15.6 4.8 

産 l
プ 日産デイーゼル 3.7 17.0 0.0 

必E3〉、 言十 46.1 28.6 23.3 22.3 30.2 15.6 17.0 28.1 27.3 

H 社 13.4 0.5 12.9 9.2 

M 宇土 12.9 10.3 10.2 4.2 4.9 10.4 

A ネ土 3.7 7.2 13.1 8.9 11.0 14.3 28.2 8.8 8.7 

鈴木自動車 1.0 40.7 5.9 3l.0 5.8 

いす J 自動車 1.7 11.4 9.9 23.9 5.8 3.6 

対自動車産業全体構成比 4.4 57.5 1.9 7.8 16.7 11.2 0.0 0.4 100目。

(注)車種区分の基準は，普通乗用車一シリンダ一容積2001c.c以上，小型乗用車 551 -2000c.c.，軽乗用車

-550c.c以下(トラソケの普通・小型・軽の区分も同じ)，また大型ノfス 定員30人以上，小型パスー29

人以下。

(出所)日産自動車(附編集『自動車産業ハンドブ yクj(紀伊国屋書官発行)1986年，より作成。

表3 メーカー別のシェアの変化(含軽四輪)

トヨタ自動車 日産自動車 M 社 H 社 A 社

乗用車 商用車 (合計)乗用車 商用車 (合計)乗用車 商用車 (合計)乗用車 商用車 (合計)乗用車 商用車 (合計)

1960 28目6 40.6 (36.0) 35.4 25.5 (29.3) 12.7 8目5 (10.1) 2.5 6.0 ( 4.7) 

65 36.0 21.2 (26.5) 22目7 13.9 (17.0) 14.0 18.8 (17.1) 0.8 3目8 ( 2.7) 8.0 11.4 (10.2) 

70 29.8 23.4 (27.1) 24.8 19.7 (22.71 6.5 10.6 ( 8.2) 10.7 6.4 ( 8.9) 9.0 11.5 (10.0) 

75 39.1 23.8 (33.5) 31.4 20目2 (27.3) 6.4 9目l ( 7.4) 5.9 5.5 ( 5.8) 6.2 11.3 ( 8.1) 

80 37.3 19.9 (29.8) 29.0 15.7 (23.3) 6.9 9.0 ( 7.8) 5.9 4.8 ( 5.4) 8.8 12.8 (10.5) 

81 38.3 17.5 (29目1) 28.1 14.5 (22目1) 7.7 7.3 ( 7.5) 6.5 6.6 ( 6.5) 8.2 12目4 (10.1) 

82 38.6 15.7 (29.0) 27.1 12目9 (21.1) 8.1 6.6 ( 7.5) 7.9 6.8 ( 7.4) 7目4 13目。 ( 9.8) 

83 39.8 15.6 (29.71 26.6 11.9 (20.4) 7.8 6.7 ( 7.4) 7.8 7.1 ( 7目5) 6.0 13.1 ( 9.0) 

84 41.2 14.9 (29.9) 26.0 11.5 (19.8) 7.0 6.7 ( 6.8) 8.0 6.3 ( 7.2) 6.4 14.2 ( 9.8) 

85 42.6 14.7 (30.3) 25.2 10.8 (18.8) 6.1 6.4 ( 6.2) 9.6 6.4 ( 8.2) 5.4 14.4 ( 9.4) 

(竹内敏雄『自動車販売J日本経済新聞社， 1986年， pp224 -5，より作成)
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表3のように乗用車・商用車(軽四輪を含む)のシェアの変化をみると，乗用車では1982

年以来5位に下がったが，商用車は逆に 2位となり， 1985年では 1位のトヨタとのシェア

差0.3%(台数にして8000台)差にまで追い上げてきている。

ll. A社の中の M自動車製作所

A社の会社組織図は，図 1 (1984年)のごとくで，図 2は1970年の姿である。つまり，

1970年における 1本部2事業部制が1974年の本部制導入(5本部制)を経て， 1984年には

8本部4製作所制に変っているが，生産工場に着目すると， 1970年の 5工場 (JII崎，丸子

:名古屋大江:京都:M)から， 84年には 8工場へと増大した。これは75年の東京自動

車製作所中津工場， 77年の名古屋自動車製作所岡崎工場， 79年の京都製作所滋賀工場の新

設による。

名古屋製作所は A社の工場群の中で最も古く，戦前は航空機生産の拠点で，戦後は三

輪トラック，四輪トラックについで， 1960年より乗用車生産を開始した。生産量の増大に

対処するため， 1968年末より岡崎の地ヘ治工具・板金工場を移転させ， 69年には設計・研

究部門の乗用車技術センターも岡崎に新設され， A社の乗用車生産の中核をになってい

る。滋賀工場を含む京都製作所では，自動車の組立は行っていず，乗用車用・産業用・農

業用のエンジンの生産のみで，かつ全体の 1割強に当る400人は乗用車技術センターに所

属し，自動車エンジンの開発に従事している。滋賀工場は，京都と岡崎の聞の地に設置さ

れたという。東京自動車製作所は戦前からパス， トラックを生産してきた。主力の川崎工

場と丸子工場は多摩川をはさんで向いあっており，丸子にはトラック・パス技術センター

がある O 川崎，丸子の両工場では各種のトラック，パス，特殊車輔，ディーゼルエンジン

を生産しているが，東北 A自動車部品株式会社(福島県二本松市)の設立とともに，

1973年4月に鍛造部門が，また77年12月には鋳造の一部が，それぞれ移転した。この間，

新設された神奈川県の内陸工業団地に立地の中津工場は，産業エンジンの専門工場である O

こうした 3製作所7工場に対し 1製作所l工場である M 自動車製作所は，工場単位

でも，また製作所単位で見ても，従業員数が1番大きい。そこでは，乗用車，軽四輪，商

用車， トラック，自動車用エンジンと，パス等を除く多方面で、の生産活動を行っている。

すなわち，乗用車では L車，および小型乗用車の M車の，それぞれ車体及び総組立，エ

ンジン・ミッションの一部(他の一部は京都製作所からの移送)，軽四輪の M車の車体及

び総組立，エンジン・ミッション，商用車D車， L車パンの車体及び総組立，エンジン・

ミッション， トラック C車の車体及び総組立，エンジン・ミッション，そして自動車用

エンジンの生産である。

A社M製作所はA社の主力をなしているのであるが，その生産上の歴史を簡単に述べ

ておこう(詳しくは藤井論文においての，その行論の展間に合わせの論述を参照されたい)。

図3はM製作所における自動車生産台数および従業員数の推移を見たものであるが M

製作所の前身は，太平洋戦争中に名古屋航空機製作所の分身として設立された M航空

機製作所である。戦後，平和産業への転身を占領軍より迫られた結果， 1946年以来，小型

三輪トラックの生産を開始した。 1952年には作業班制度の変更(従来の班長たる技師をラ
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図 A社の組織図 (1984年)

(本社・東京都)

取締一取締役
役会社長

「乗用車車種担当グループ
トトラ yク・パス車種担当グループ

社長室一一一+一企画部
ト乗用車商品企画部
トトラ yク・ハス商品企画部
」原価企画部

総務部
勤労部

リクルート・教育部

経理部
資金部

業務効率化推進部
情報システム部

広報部
宣伝部
乗用車業務部

G営業部
P営業部
乗用車サーピス部
北海道販売部

東北販売部
東京販売部

乗用車営業本部ー十一北関東販売部
南関東販売部

中部販売部
近畿販売部
中・四国販売部

九州販売部
乗用車特版部

東京営業所
乗用車経営管理室※

「トラバ業務部
トラ yク・バス トトラグ販売部

営業本部 トトラック持販部

海外本部

←トラバ持装部
トートラ yク・パス叶 ピス昔日
」パス営業部

海外企画室
海外業務部
市場開発グループ
MMSA.中南米グループ
北米・グループ

ASEAN南グルプ
ASEAN;ftグループ
アジアグループ
欧州グループ

中近東・ 77リカグループ
大洋州・南阿グループ

中国室
輸出サービス部

欧州事務所

「購買管理部
卜資材部

購買本部一一一一十一東京購買部
ト岡崎購買部
」京都購買部

「技術管理部
開発本部一一一一斗一一乗用車技術センター(愛知県岡崎市)

東京自動車製作所 (3.930人)
・川崎工場 (2.500人)
トラ yク・エンジン

・丸子工場(1句300人)
トラソク

・中津工場(130人)
産業用エンジ/

名古屋自動車製作所 (4.300人)
・大江工場 (2.700人)
乗用車，商用車，パス

・岡崎工場 (1.600人)
乗用車
京都製作所 (3.870人)
・京都工場 (3.700人)
自動車用等のエンジノ

・滋賀工場 (170人)
乗用車用エンジン

M自動車製作所 (5.900人)
乗用車 (L車，小型乗用車M)
〔車体及び総組立，エンジ/・ミ yションの一部〕

軽四輪 (M車)
〔車体及び総組立，エンジン・ミッション〕

商用車 (D事， L車ノfン)
〔車体及び総組立，エンジノ・ミ yション〕

トラソク (C車)
〔車体及び正悦E立，エンジン・ミソション〕
自動車用エンジン

L一一トラ yク・パス技術センター(太田区下丸子)

「生産管理部

生産本部一一一一→一生産技術部
ト海外技術部
L NISEPICS開発室※

品質保証本部一←T一品質保証部
」品質監査部

「部品業務部
ト国内部品部

部品本部一一一一十一海外部品部
ト部品補給部
」産業エンンン部
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社長

企画経理部

購買部

技術部

広報室

経営システム部

資金部

勤労部

総務部

「輸出営業部一一一一海外駐在員
輸出本部一一→

」輸出業務部

「第 2技術センター
トラ yク事業部

乗用車事業部

L-東京自動車製作所
」トラック企画部

(川崎工場，丸子工場)

乗用車生産技術部

乗用車資材部

乗用車企画部

第1技術センター

名古屋自動車製作所

(名古屋大江工場)

京都製作所

(京都工場)

M自動車製作所

図2 A社の組織図 (1970年)

インから抜いてスタッフとし，班長には有能な工員を選定)， 53年に至って戦後初の新工

場の完成に伴い，ベルト・コンベア・システムによる総組立を実現した。ついで1959年，

貿易の自由化を前にして， Iわが国で始めての本格的中型トラックJ(1)として， 3.5トン

積四輪商用車を発売，翌60年には軽四輪乗用車を開発し乗用車生産へと進出している。こ

の軽四輪は， I強制空冷2サイクル2気筒360c.cエンジンで，高出力高性能，低コストなど

M 自のエンジン開発史において画期的なもの」と自負をもって語られ， I軽四輪ブームの
到来と共に， M自はこの後10年間にわたって軽四輪中心の生産体制を敷くことになるJ(Z)

と評価されたのである。

A社 M製作所が，本格的な乗用車の生産に乗り出すのは， 1965年の K車発売以後，と

りわけ73年発売の L車のヒッ卜 (75年)以後のことである。表4に端的なように， 50年

代まではトラックが，60年代と70年代半ばまでは軽四輪が， M 自の生産をリードしてきた。

1967年には軽四は販売業界のトップになっている。

そうした「躍進」を支えた重要な柱として， 67年のライン 2直制実施(2支替制そのものは56年

に工作課機械係から導入されていた)，そして69年の新現場管理組織としての作業長制度の導入(従

来の班長を作業長とし，班長代行は作業班の職務遂行上必要な者のみ副作業長にする。作業長は

現場の第一線監督者として，配下従業員を指導監督して生産・品質維持，原価の低減をはかると

ともに，人事考課の第 1次考課者となる)，同69年の新従業員制度の発足，が存していたと思われ

る。新従業員制度の「思想とルール」は，①職員・工員の格差をなくし，資格制度とかかわって

登場した社員制度，②仕事の調査を正しく行う職務分析・評価，③仕事に合わせて行う配置，採用，

④仕事に結びつけて行なう教育，⑤成績や能力を正しく評価するための人事考課，⑥その結果に

もとづいて行う昇給，昇進，⑦社員制度に合わせて統ーされた賃金体系(図4参照)と労働諸条件，

であると rM新聞J205号 (69.11)は指摘している。大きな改革ではあった。

- 6一
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図3 M製作所における生産台数と従業員数の推移



表4 M製作所における生産車種の構成比の推移

年次 トラック 軽 4 輪 乗用車 年次 トラ yク 軽 4 輪 乗用車

1946 100 % 1965 10 80 10 % 

47 100 66 5 65 30 

48 100 67 10 60 30 

49 100 68 10 60 30 

50 100 69 15 60 25 

51 100 70 15 80 5 

52 100 71 15 70 15 

53 100 72 15 70 15 

54 100 73 25 45 30 

55 100 74 25 45 30 

56 100 75 25 25 50 

57 100 76 20 30 50 

58 100 77 20 25 55 

59 75 25 % 78 15 25 60 

60 35 65 79 20 25 55 

61 30 70 80 15 25 60 

62 15 85 81 20 35 45 

63 20 80 82 15 35 50 

64 25 75 83 20 40 40 

(図3より試算)

そして， 75年以後，乗用車の生産が 5割を越すようになり， 80年には生産台数で最高，

比率でも 6割となって，ピークを画した。しかしその間，商用車も健闘していたのであっ

て， 1963年の小型四輪トラック(2トン積，南アフリカ等でもノックダウン生産)や， 65 

年の中型四輪トラック(前出)のキャブ・オーバー・タイフの発売を経て， 1968年に至る。

この年，一方で， 58年に A社川崎工場で開発され67年に M製作所に生産移管されていた

C車を，フル・モデル・チェンジして発売した。他方で， 0.6トン積の「ハイセンスなコマー

シャル・トラック」と銘うった D車を新規開発している O そうして， 1970年にはD車パ

ン(6人乗り)，また D車コーチ(9人乗り)が発売され，ワン・ボックス・カーのブー

ムを切り開いて行ったのである(その後 c車は1978年に D車シリーズは79年に，フ
ルモデルチェンジを行った。)

しかしながら M製作所の生産台数は1980年をピークに下降してきた。対米輸出の自

己規制，それに伴う国内競争の激化の中で，乗用車生産が低下してきたことが，その主要

な要因である。しかし， トラックは堅調で，軽四輪は生産台数を伸ばしているのであり，

M製作所の自動車生産は，乗用車，軽四輪，商用車の 3本柱によって支えられているといっ

てよい。 1983年には，それまでの乗用車，軽自動車， トラックの車種区分を， ["乗用車」

と「商用車」の 2区分に統一し，軽自動車組立課を「商用車第 1組立課J， トラック組立

課を「商用車第2組立課」とし，商用車への対応を図った。

1984年現在での M自動車製作所のレイアウトは図 5のごとくである。職制一覧表は，

一 8-



ミD

図4 第2次賃金政策月例賃金の具体的目標設定
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52.800 2.400 4.800 

65.500 2.400 4.800 
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有扶手当 6，000円

(j) 現行本給を本給段陪別に改訂L. 新平同本桔の大きさを現行百平奇手語百扇1.5
f音に Lまーす。
②本給改訂i伴い，次の考え方を基本に 本給傾向銭円陣正を行います。
④中ダルミ是正をff¥，、ます。
@若年層については.初任月収との間違も考慮し，若干桔差を強めます 0

0 高年層については，尉行の上下倍率を瞳持Lます。
③ 本桔改訂l伴い。次の点を留慈し，昇給予算輔の改正を行います。
o 各人の本給は長年同持拾の-，みかさねでもあ η，急激な変化をきけます。
⑪輯群聞のパラノスを是正しでいきます。

。現行の賃金体系における定期昇給によるけ収唱をH安に昇給予算帽を策定Lま
す。

ω 従来と1_1樟，本給を補完する昌吉盃語両五夜扇Tもつものと L.fJI<tf面扇面吾の
格差調整楠能をもたせることとします。

② 算式は次のとむりとします。

4:;;.:~~x 支給.j< x 成構系数(現行の調整系教は廃止 L ます)

①同 労醐同一賃金の原則に吋応する貸金項目として性帽付を行い，理論円相じ白
めるウエイトは家守25%を目途とします。
② 算式についでは次のとおりと Lます。

(職群等紐別金額十付加額1x成楠系数
③輯群聞パラノスについては是正を行います。

④ 等紐間ピノチについても是正を行います。

⑤ 付加額については.レンジfヒすることとしま寸。
④現住の付加額を 2段階とします。

@ 各職群の録上紐および監智輯群 l紐にlま さらに 1段階もうけ 3段階としますo

(j) 呉体的な手当額についでは 現行平均理論月収に占めるウエイトを維持すること

を前哩に，改正を行っていきます。また，移行にあたっては挿資面を考慮して，慎

重に吋処Lていきます

U 現場管理岨蝿上の実扇TI--=r:-で蚕語FLて}正司、五、 tc巧の 直接員 準直接員む
よび間措員のパラノスを椎持する賃金項Hは必要であると考えまれしたが Jて，
具体的な手当額iついては，職員手当の改正と同樟の考え }jにたって吋処すること
とLます。

①今年とも 賃金堵額配分の哨日と L ，，，τ~. 戻吾iニ吋子喜面雇，さら{は

月収カ プの中ダルミ傾向是正の手法として増額のことと Lます。改正にあたって

は 増額躍資をみながら段階的に吋哩 Lでいきますの

①時間外労睡割噌金については開通他産別の仲間とともl水準向上に努力Lます。
②特暁作業手当については，子当のたで万見直Lも含め 水場向上に努力します。

③特暁勤務手当むよびその他手当についても 進次改正を行、、ます。

①年間時金は.fl冊賃金と同様「重要な賃金」と Lて性格付けを行い 年間時
金水準の基本を月間賃金の 5カ月分lおき，水準引き上げに努力しますυ

② 要求形瞳【ごついては.当面「定額+月数」で取り組み 1I教部分の比率を高めて
いく努力をしますo

③ 各個人への配分については，次の考え方を基本として要求案策定時に具体的に楠

Hすることとします。
④ 上下倍率については，世間動向からして11輔方向をとらざるを憎ませんが，無
理のないよう吋悟することとしますo

。輯群等組別配分系数についでは 輯群聞 等紐聞のパラ J ス是正をはカること

とします。

G 本格段階別配分系教については，遂次圧縮をはかることとしますo
e勤続結についでは 当面現行の醐を同定することと Lますの
①退職後円生活費の輯額から厚生年金分を差し弓1"た金額を退職金円水準とする考
え}jを基本におき，会社都合退職金の水綱引き』げに努力します。

②技能監督輯群55才勤続30年を要求基噂と Lていくよう努力します。
③退職金算式はつぎのとおりとします。

会社都合退職金=退職時の本給×勤続年数別会社都合支給系数

自己統合退職金=過輯時の本桔×勤続年数別自己僻合支給系教

宜〉退輯年金制度についで研究し なんらかの制度導入をはかるべく努力します。

① 基本的には定年60才をめざLでいくこととします。
② しかLながら 今日の諸情勢仕今までの交埠時に比べさらに悪化Lでいるといわ
ざるを得ず，当面取り組み困難といわざるを博ません。状売を的確に判断する中で，
慎重に吋処していきます。
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一L一図5 M自動車製作所レイアウト

行論の都合で藤井論文中に後掲(p 41の表1-2)したので，見ていただきたい。 M製

作所従業員の年令別・学歴別・男女別分布は，中江論文中に後掲した(p 300表1)。

皿.同盟A社労組と労使協議制度

M製作所の労働組合は， 1945年12月の東京製作所に次いで， 1946年1月に結成され，

同年2月結成の京都や名古尾などとともに，同年4月M重工労連結成の中核の 1つとなっ

た。しかし M製作所労組は47年3月，全日本自動車産業労働組合(全自産労)結成準

備会に加わり， 48年には全自産労M製作所分会となった。それが， 1950年のレッドパー

nu 



ジを経て，新 M重工労連結成 (52年)を契機に，全白脱退の声が強くなり，翌日年に脱

退する。しかし，新M重工労連の総同盟一括加入には M製作所労組をはじめとして抵抗

があり，労連として同盟M重工労連を名のりえたのは， 1955年のことである。以後，今

日まで M重工労組およびA白工労組は，総同盟→全労会議→同盟会議→同盟の有力組

合となっている。

現在，同盟A白工労組は，本社支部，東京自動車製作所支部，名古屋自動車製作所支部，

京都製作所支部 M 自動車製作所支部の 5支部を持ち，連合組織としては A社自動車労

連を A自販労連 A部品労協等と結成している。その A社自動車労連を通して自動車総

連，全民労協， IMF . ]C， ICFTUに加入する。また同盟への加盟を通しでも

ICFTUにつながる。さらに協議組織としては，同盟造船重機労連M重工労組との同盟

M協議会があり，名古屋，京都など同一敷地内ないし同一市内に併存する両労組支部聞

の連絡調整や，本社レベルでの賃金闘争時の意志統ーを行っている(図 6のA自工労組

の関係図参照)。

M製作所支部もまた， 1959年の県全労結成呼びかけ組合となって以来，県同盟結成 (64

年)， IMF . ]Cの中園地連結成 (70年)，県民労協結成 (72年)等々の，県レベルでの

一連の組織化にさいして，中核的役割を果してきた。さらに，市レベjレにおいても，地区

労協結成 (57年)や地区同盟結成 (64-5年)の中心組合としての役割を担ってきたので

あった。

さて，現在に至る A社労組の基本的な考え方は， 1970年に策定された A社労組「綱

領」によって知ることができる。それは，次の 5綱目からなるものである。

11.われわれは，民主主義のもと，繁栄と社会正義を求め，労働権尊重の諸施策をかため，労

働者の社会的地位と，国民生活向上のため，明るい福祉国家の実現を期す。

1.われわれは，外部からの支配介入を廃し，組合の自主的，民主的運営をはかるとともに個人

の人格と自由を守り，人間性を尊重しつつ，健全で強固なる組織の拡大，発展を期す。

1.われわれは，明日への前進のため，友愛と正義を旗印に，強固な団結lニより，労働条件の維持，

向上の実現を期す。

1.われわれ，われわれの生活向上が，産業の健全にして民主的発展にささえられていることを

認識し，組合員の総意と知性を結集して経営の健全化をはかり日本産業の民主化と発展を期す。

1.われわれは，法治国家の一員として，議会制民主主義を尊重するとともに，議会政治を通じて，

われわれの目的と合致する政党と任務を分担し，民主社会主義社会の実現を期す。J(A社労組『私

たちの労働組合J1983年，所収，傍点筆者)。

A社労組はこうした「綱領」の上に立って， i労使協議制」にもとづく， i安定した労

使関係」の樹立，すなわち「労使の関係が安定し，生産の能率が上って企業が繁栄すれば，

労使双方とも利益になるJ(向上 p63)ことを強調するのである。「労働組合と使用者」

との「約束」としての労働協約は， 1967年調印の新協定がそれ以前の協定の抜本的改正で

あり，その後， 1970年に部分改正を加えられ，今日に至っている。毎年更新の1983年版の

『労働協約Jを見ると，第 1章の「総則」から第12章の「効力」までの聞に， i組合活動」

「勤務Ji給与及び旅費Ji安全衛生Ji業務災害Ji通勤災害Ji福利厚生Ji人事Ji経営
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協議会JI紛争の処理」の， 10の章がある。(r労働協約Jをおぎなうものとして，全社レ
ベルでは「社員就業規則J(第1章 I社員応援派遣規則J(第3章 I社員賃金規則」

「社員昇給規則JI社員退職金規則JI社員旅費規則J(第4章 I社員慶弔規則JI擢災
見舞金取扱JI社員一般賃金規則JI社員教育賃金規則JI社員財形住宅賃金規則JI社員普
通預金規則JI社員住宅財形貯蓄規則JI通勤交通費補助取扱JI育英扶助年金取扱J(第8
章 I社員職群等級規則JI社員休職派遣規則JI社員発明規則JI社員表彰規則JI社員
永年勤続表彰規則J(第 9章)があり，また労働者災害補償保険法等の法律による規定は，
当然の前提なっている)。

こうした『労働協約Jの中では，会社と労働組合との聞に，各種のレベルにおいて労使

協議制が設けられていることが重要であるが，それを検討する前に，会社の人事政策にお

けるサンクションとしての「懲戒」を見ておこう。それは， Iけん責J，I減給J，I出勤停止J，
および「懲戒解雇」から成るものだが， Iけん責J(労働協約第86条)と「懲戒解雇J(第
87条)のそれぞれに値する行為は，次のごときものである。

(けん責)

第86条 会社は，組合員が次の各号のいずれかに該当する場合は，けん責に処する。

ただし，情状によっては，減給又は出勤停止に処することがある。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤したとき

(2) 業務に不熱心なとき，又は勤務状態が不良なとき

(3) 正当な理由なしに労働時間中にみだり職場を離れたとき

(4) 勤怠手続き，その他の届け出をいつわったとき，又はこれにより不正行為をしたとき

(5) 事務所の許可なく，事業所内または施設(社宅および寮の私室を除く)で集会，演説，放送，

各種印刷物の掲示・貼付・配布，署名運動，募金その他これらに類する行為をしたとき

(6) 私品を修理，製造し，又は他人に修理，製造させたとき

(7)事業所内又は施設で火気の取り扱いを粗略にし，又はみだりにたき火をしたとき

(8) 過失に建造物，設備，機械，工作物，材料，その他会社の金品を損壊又は紛失したとき

(9) 機密保持のため，会社が定める規則により，指定された立入禁止の場所に，許可なく入っ

たとき

(10) 災害予防及び保健衛生に関する規定，又は指示に違反したとき

。1) 事業所内で賭博，物品の売買，その他これらに類する行為をしたとき
間不正行為により社員としての体面を汚したとき

同所属社員に対する指導監督不行き届きのとき

(1司 その他，この協約及び社員就業規則，その他諸規則によって遵守すべき事項に違反し，又

は前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき

(懲戒解雇)

第87条 会社は，組合員が次の各号のいずれかに該当する場合は，懲戒解雇に処する。

ただし，情状酌量の余地があると認められるときは，出動停止または減給にとどめることが

ある。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤連続14日以上に及んだとき
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(2) 出勤常ならず，又は業務に著しく不熱心なとき

(3) 重要な経歴をいつわり，その他詐術を用いて採用されたとき

(4) 許可を得ないで他に雇用され，又は他会社の役員に就任したとき

(5) 正当な理由なしに業務命令若しくは上長の指示に反抗し，又は職場の秩序を乱したとき

(6) 他人に暴行脅迫を加え，又はその業務を妨げたとき

(7) 会社の金品を許可なく持ち出し，又は窃取若しくは横領したとき，あるいはこれらの行為

をしようとしたとき

(8) 会社の事業に関する虚偽の報道，その他会社の信用を傷つけまたは会社の名誉を致損する

行為をしたとき

(9) 事業上の秘密をもらし，又は図面その他を持ち出したとき若しくは持ち出そうとしたとき

側私益のため，職務に関し社外より金品その他の利益を受け，又は職務を利用し社外に金品

その他の利益を与えたとき

(11) 故意又は重大な過失により，建造物，設備，機械，工作物材料，その他会社の金品を損壊

若しくは紛失し，又は会社に著しい損害を与えたとき

(12) 他人の名誉を毅損したとき

。3) 刑罰法規に定める違法な行為を犯したとき
同 数回懲戒を受けたにもかかわらず，なお改しゅんの見込みがないとき

(15) その他，前各号に準ずる程度の特に不都合な行為があったとき

さて，労使協議制度の中核に据えられているのは， r労働協約j第10章の「経営協議会」
である。経営協議会の種類としては，中央経営協議会(中経協:会社側委員は役員及び本

社部長・課長の中から会社が任命した者。必要ある場合には事業所代表を加える。組合側

委員は三役，中央執行委員及び各支部代表各 1名人中央労務委員会(中労委:会社側委

員は中経協と同じ。組合側委員は三役，中央執行委員で，必要ある場合には支部代表を加

える)，そして中央生産委員会(中生委:委員は会社側，組合側とも中労委に同じ)の 3

つがある。そのほか，必要に応じて経営協議小委員会として，中央労務小委員会(中労小

委)と中央生産小委員会(中生小委)を設けることができる(委員は会社と組合がその都

度協議して決める)。

こうした仕組みは各事業所レベルでも，事業所経営協議会(事経協)，事業所労務委員

会(事労委)，事業所生産委員会(事生委)，また事業所経営協議小委員会としての事業所

労務小委員会(事労小委)，事業所生産小委員会(事生小委)として存する。事経協で解

決できない事項は中労委ないし中生委に送られ，中労委ないし中生委はそれぞれ中労小委

ないし中生小委での整理の上に協議をするが，それぞれで解決できない事項は中経協へ移

送される。中経協は「経営協議会における最高の協議機関」である。

(中経協の付議事項)

第99条 中経協は，経営協議会における最高の協議機関で，次の事項を付議する。

ただし，会社と組合が合意した場合は，その事項を中労委，中生委若しくは中小委に付議し，

又は他の方法で処理することができる o
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(1) 賃金に関する基本事項

(2) 一時金に関する事項

(3) 労働時間に関する基本事項

(4) 定年に関する基本事項

(5) やむを得ない事業上の都合により，多数組合員を解雇する場合の人員，その他の基本事項

(6) 退職金に関する基本事項

(7) 第120条の定めによる新協約の締結に関する基本事項

(8) 組合員に重大な影響を及ほす経営方針の設定，変更及び同経営方針に基づく多数組合員の

人員移動の基本並びに事業の縮少，休止，閉鎖等による会社機構の重大な変更に関する協議

事項

(9) 全社的経営方針，経理状況及び生産計画の基本に関する説明又は建議事項

(lめ その他，会社，組合双方が中経協に付議することを適当と認めた事項

(11) 第102条の定めにより，中労委又は中生委から中経協へ移送された事項

(中労委の付議事項)

第100条 中労委には，次の事項を付議する。

ただい会社と組合が合意した場合は，その事項を中小委に付議し，又は他の方法で処理す

ることカtで、きる。

(1) 中経協付議事項，又は中経協に付議した事項で，会社，組合双方が，この委員会に付議す

ることを認めた事項

(2) 賃金項目の基準に関する事項

(3) 昇給，進級及び職群変更の基準に関する事項

(4) 職務分析・評価の基準に関する事項

(5) 退職金の基準に関する事項

(6) 休日，休暇の基準に関する事項

(7) 旅費の基準に関する事項

(8) 福利厚生に関する基本事項

(9) 第120条の定めによる新協約の締結文は第122条の定めによる協約の改正に関する事項

(10) この協約の解釈上の疑義に関する事項

(11) その他，会社，組合双方が，この委員会に付議することを適当と認めた事項

似) 事経協において解決できない事項で，第104条の定めによりこの委員会に移送された事項

(中生委の付議事項)

第101条 中生委には，次の事項を付議する。

ただい会社と組合が合意した場合は，その事項を中小委に付議し，又は他の方法で処理す

ることカfできる。

(1) 中経協付議事項，又は中経協に付議した事項で，会社，組合双方が，この委員会に付議す

ることを認めた事項

(2) 経営方針，経理状況並びに生産計画及び同計画に基づく操業度の基本に関する説明又は建

議事項
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(3) 生産能率，作業合理化及び重要な会社職制の改廃に関する協議事項

(4) 事業上の都合より，多数組合員の移動させる場合の人員，その他の基本事項

(5) 多数社員を採用する場合の人員，その他の基本事項

(6) 労働時間の基準に関する事項

(7) 安全衛生に関する基本事項

(8) 環境保全に関する説明又は建議事項

(9) その他，会社，組合双方が，この委員会に付議することを適当と認めた事項

(I助 事経協において解釈できない事項で，第104条の定めによりこの委員会に移送された事項

(中経協への移送)

第102条 中労委又は中生委で，会社と組合が協議をつくしても解決できない事項は，中経協へ移

送する。

(事経協の付議事項)

第103条事経協には，次の事項を付議する。

ただし，事業所と支部が合意した場合は，その事項を重労委，事生委若しくは事小委に付議し，

又は他の方法で処理することができる。

(1) 中経協，中労委若しくは中生委の付議事項，又は付議した事項で，会社，組合双方が，事

経協に付議することを認めた事項

(2) 当該事業所の経営の方針及び現況に関する説明文は建議事項

(3) 当該事業所で多数社員を採用し，又は多数組合員を転勤若しくは職場変更させる場合の人

員，その他の基本事項

(4) 当該事業所の組合員に重大な影響を及ぼす経営方針の設定及び変更，並びに事業の縮小，

休止，閉鎖等による会社機構の重大な変更に関する協議事項

(5) その他，事業所，支部双方が，事経協に付議することを適当と認めた事項

(6) 第107条の定めにより，事労委及び事生委から事経協へ移送された事項

(中労委文は中生委への移送)

第104条 事経協において解決できない事項で，事業所，支部協議のうえ申し出たものを，会社と

組合が協議し，その必要を認めた事項は，中労委又は中生委へ移送するものとする。

(事労委の付議事項)

第105条事労委には，次の事項を付議する O

ただし，事業所と支部が合意した場合は，その事項を事小委に付議し，又は他の方法で処理

することカfできる。

(1) 会社と組合が協定した事項中，当該事業所のみに関する細部事項で，事業所と支部が，こ

の委員会に付議することを適当と認めた事項

(2) この協約の細部事項及びこの協約の解釈上の疑義であって当該事業所のみに関する事項

(3) 当該事業所の福利厚生に関する協議事項

(4) その他，事業所，支部双方が，この委員会に付議することを適当と認めた事項

(事生委の付議事項)

第106 事生委には，次の事項を付議する。
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ただし，事業所と支部が合意した場合は，その事項を事小委に付議し，又は他の方法で処理

することができるo

(1) 当該事業所の生産計画及び経理状況に関する説明又は建議事項

(2) 当該事業所の生産能率，作業合理化及び重要な職制の改廃に関する協議事項

(3) 当該事業所の時間外労働及び休日労働に関する協議事項

(4) 当該事業所の安全衛生に関する協議事項

(5) 当該事業所の環境保全に関する説明又は建議事項

(6) その他，当該事業所の生産に関する事項であって，事業所，支部双方がこの委員会に付議

することを適当と認めた事項

(事経協への移送)

第107条 事労委又は事生委で，事業所と支部が協議をつくしても解決できない事項は，事経協へ

移送する。

N.事業所労使協議制度と労組 M製作所支部

A社 M 自動車製作所と同盟A社労組M 自動車製作所支部との聞の『事業所協定jは，

全24条から成る。すなわち， I適用範囲J，I非組合員の範囲J(労働協約第5条の規定の具

体化)， I賃金不支給の取扱いJ(協約8条)， I離席の手続J(同)， I会社施設等の利用J(協
約13条)， I支部業務代行J(同)， I労働時間及び休憩時間J(協約16条。交替勤務の第 1班
:労働時聞はam.8: 1O~問 o : 10， p.m.1 : 10~ 5 : 10。休憩時間はam0 : 10~ 1 : 100 時
間外労働の場合は問。5: 1O~ 5 : 15。第2班:労働時間同 9: 15~am 0 : 15， am 1 : 15~ 

4 : 15， 4 : 15 ~ 6 : 30。休憩時間p.m.lO:45~10: 50， amO : 15~ 1 : 15， 4 : 15~ 4 

25)， I賃金計算のための時間計上単位J，I賃金中より控除するものJ(協約34条:労働組

合費，労働貸金返済額，労組関係共済掛金を含む)， I賃金支払方法J(協約32条)， I安全

衛生委員会J(協約40条)， I厚生委員会及び体育文化委員会J(協約62条)， I表彰懲戒委員

会J(協約88条)， I事経協，事労委，事生委の構成J(協約93条一後述)， I事経協・事労委

及び事生委の開催手続J(協約95条。開催希望の 3日前までに通知)， I事労小委及び事生

小委J(協約93条)， I経営協議会の運営J，I他の方法で処理する場合の会議の名称等J(協
約103，105， 106条)， I事業所のみ紛争処理J(一後述)， I争議不介入者J(協約116条)， I有
効期間J( 1 月 1 日 ~12月 31 日)， I有効期間中の改正J，I課生産委員会J(協約125条)， I事
業所協定の保有J，である。(以上 A社労組M 支部資料による。傍線筆者。なお， 1980 
年 1月1日付の「時間外労働及び休日労働」に関する事業所協定の覚書において時間外労

働運営委員会の開催が規定されている)。

事業所レベルでの労使協議制は，事経協，事労委，事生委を除き，具体的にはこの「事

業所協定」をプレイク・ダウンした，より細部に関する00委員会運営要領ないし00委

員会規程によって規定される。順次見てみよう。

。事経協:事業所側委員は所長，副所長及び部長，次長，課長のなかから事業所が指名

した者。支部側は三役及び執行委員。

。事労委・事生委:事経協の構成に準ずる。但し，双方が認めた時はこの限りでない。
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。事経協小委(事労小委，事生小委事業所側は部長，次長，課長の中から任命した

者。支部側は三役(1名以上)，執行委員(1名)。双方が認めた時に開催することがで

きる。

。時間外労働運営委員会:事業所側は勤労課長及び勤労課員の中から任命した者計3

名。支部側は三役及び執行委員計3名。

。安全衛生委員会:事業所安全衛生委員会は，総括安全衛生責任者を委員長，部長以上

で事業所長が任命する名 2名を副委員長とし，委員としては(イ)各部長(院長を含む)お

よび所長の指名する者， (ロ)支部三役および執行委員，計5名以内。毎月 I回開催する。

これをブレイク・ダウンして，部安全衛生委員会および課安全衛生委員会が存する。前者は，

各部長および院長を委員長とし，課長以上で委員長の指名.する者が副委員長となる。委員と

しては， (イ)各部の課長(科長)， (ロ)支部三役または執行委員のうち 1名，および社員代表3名

以内。原則として 2ヵ月に l回開催する。後者は，当該課長が委員長，委員長の指名する者

が副委員長となり，委員には係長，安全衛生主事，作業長ならびに支部委員 5名以内。原則

として 1ヵ月に 1回開催する。

。厚生委員会:事業所側委員は社員の中から所長が，支部側委員は組合員の中から執行

委員長が，それぞれ指名する。委員長は委員である総務部長がなり，組合員の福利厚生

に関する事項を審議する。開催申し入れがなされた日から 7日以内に開催する。

。表彰懲戒委員会:事業所，支部それぞれ 6名の委員で構成し，事業所側は社員の中か

ら所長が，支部側は組合員の中から執行委員長が，指名する。委員長には委員である人

事担当副所長をあてる O 必要のつど委員長が招集する。

。体育文化委員会事業所，支部それぞれ若干名の委員をもって構成し，体育文化担当

副所長を委員長にあてる。委員会は開催中し入れから 1週間以内に招集され，事業所と

支部が共催または一方が主催し，他が協賛する体育文化活動に関し，基本的事項および

双方が付議の必要を認めた事項を協議する。

。課生産委員会:当該課長を委員長とし，事業所側委員には委員長が課員中より指名し

た者若干名。支部側委員には三役，執行委員(1名以上)及び当該職場から選出されて

いる支部の委員がなる。委員会は委員長が必要と認めた時に開くが，双方が必要と認め

た時はその都度開催する。付議事項は，当該課の生産計画，環境安全衛生等に関する説

明，課内の組織変更に関する説明であり，双方が必要と認めた事項については付議し委

員の意見を聴取する。委員会を開催した時は，委員長は議事の概要を勤労課経由所長及

び支部に報告する。

職場懇談会:課生産委員会をもたない，直接生産部門以外の課において，組合員と職制のコ

ミュニケーションをよくするために設けるもので，組合委員と職制で職場諸問題を話し合う。

さて， A社労組M製作所支部は，先にみた A社労組の「綱領Jの基本的な観点に立ち，

その組合活動を展開してきた。たとえば， 1977年11月の支部大会における「大会宣言」

は，未だ好況局面にあった中で，

「我々が生活基盤をおく自動車産業は，輸出の拡大に支えられ繁忙を極めているが，前途は楽

。o'・A



観を許さない。これからの課題は，常に目を世界に向け，共存共栄の精神で節度ある行動が求め

られる。……今後も A社労協中園地協に結集する仲間とともに，自らの職場を自らの手で守る

決意である。/いまここに，向こう一年間の運動方針を決定した。我々は民主的労働組合主義を基

調に，社会正義を守り生活向上をめざして前進することを宣言する。J(M製作所支部・大会議案.

1977年11月，傍点筆者)。

と主張していたのである。そうして， 1980年のピークから下降し 3位グループの最下位

に位置する近年は，表5の1984年の支部大会議案に見るように，r生産・安全衛生対策」は，

表5 年間の活動方針健) (1) 

生活基盤の確立と明るい健全な職場をめざして

一一生産・安全衛生対策

固 所の抱える課題克服が，生活基盤の確立につながるよう，積極かつ長期展望にたった全所一

丸となった施策の展開を建議していきます。

固 安定的操業度確保のため，効果的かつタイムリーな諸施策を意見反映していきます。

固 高令化対策に向けての諸問題解決に努めます。

固 災害の撲滅と環境改善に努め，健全な職場づくりに努めます。

固 交通災害撲滅に積極的に取り組みます。

経営対策

1.労使協議の充実

A社自動車グループの課題，すなわちM自の当面する最大の課題は，待望されかっ順調な立上

りを見せている新型M車の増産と，それにつづく新型車の立上り玉成と本格的増産とに対する取

り組みであります。これら新型車の成否がA社自動車のグループのゆくえを左右するだけに， M

自にとって向う一年間は真に正念場といえます。このような状況下，私たちM自支部組合員とし

ては私たちの生活と雇用の基盤を永続的に自ら守る観点から，社および事業所の経営施策につい

て，従来以上に注視し，総意をもって経営建議を行ない，一層の労使協議の充実に努力していく

必要があります。

2.生産体制の確立

多様化するユーザ の動きに柔軟に対応することは，ユーザーの身になって考え行動しようと

いう当社の指針の姿勢でもあります。とりわけ，新型車で業界第3位の座を奪回しようとする時，

さらに生産消化のため，.11月以降他企業から 300名という多数の派遣を受けることでもあり，柔

軟な生産体制lへの取り組みは，従来以上に積極的に取り組む必要があります。

組合としても，それがための積極的な生産技術対応，設備・人員計画への意見反映を行なって

いきます。

3.販売支援対策

4.協力工場対策

(資料)A労組M支部，第14固定期大会議案(1983.11)，pp30-33，傍線筆者
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表6 一年間の活動方量刑案) (2) 

変化に対応できる組織の強化を

一一組織対策一一

固 内部組織，充実強化のための諸活動を積極的に進めます。

固 規約・諸規定の点検整備を行います。

固 次代を担う青年婦人活動の充実をはかり 活動家の育成強化に努めます。

図 A社自動車労連の組織強化のために，地協組織の連帯強化に努めます。

図 上部団体をはじめとする関連諸団体，関連組織との連携については積極的に取り組みます。

回 総選挙をはじめとする各種選挙に総力を結集し，民主社会主義勢力の拡大に努めます。

内部体制の充実強化

社会環境の変化により組合員の意識が多様化するなかで内部体制の充実強化は，機関要員・組

合員一人ひとりが，それぞれの責任と立場を認識し，諸活動に全員が参加し，連帯の輸を広げて

いかなければなりません。

その原点は職場活動にありますが，委員・協議員の協力を得ながら， さらに日常諸活動の活発

化に努めるとともに，それぞれの機関において，組合員の声を十分反映した審議で，諸案件を決

定する機関運営となるよう取り組みます。

また，今期は本部で組織対策検討委員会を設置し，当面の組織強化，将来の組織構想，工販労

組のあり方，国際連帯活動， A社自動車労連組織への対応等の諸課題について検討しますが，支

部としても十分意見反映するなかで，対処していきます。

1.職場組織の運営

諸問題に対する組合員の意見反映・意向集約，また決定した諸活動を報告するという重要な役

割りをもっ職場組織の運営については，ブロ yク長を中心とした日常諸活動を推進するなかで，

組織の活性化がはかれるよう，執行部の職場進出はもとより，委員との連携を密にし協力してい

きます。

2.専門部会の充実

3.事業所協定

前期は賃金支払い方法等の，協定の改訂を行いましたが，今期も実態に照し合せ検討見直しを

f子っていきます。

4.規約・諸規定の点検整備

規約・諸規定については，今期も本部と連携をとり，実態に即した内容に，その都度機関には

かり改正していきます。

5.市民生活相談室・法律相談室の充実

6.定年退職者親睦会への助成

7.地域組織の確立に向けて

8.夏季行事の開催

(資料)表5に同じ (pp 13-15) 
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「所の抱える課題克服が，生活基盤の確立につながるよう」との発想のもと， I経営対策」

の問題，すなわち生産をめぐる「労使協議の充実」へと収触する。すなわち， 1M自支部

組合員としては私たちの生活と雇用の基盤を永続的に自ら守る観点から，社および事業所

の経営施策について，従来以上に注視し，総意をもって経営建議を行な」うこと，さらに

は「新型車で業界第3位の座を奪回」するたための， I積極的な生産技術対応，設備・人

員計画への意見反映を行ってい」くこと，を強調するのである。 これが，末端組合員

によってどのように受けとめられているか，後掲の第 3論文を見ていただきたい。

なお，図 7はA労組M支部の機関構成であり，表6はM支部の組織強化対策である。

職場組織の運営を中心とする「内部体制の充実強化」が指摘されていることに着目してお

きたい。この指摘は少なくとも1970年の第1期運動方針書から言われ続けている問題なの

である。

久
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口場7G
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会
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一
度一都

別
一
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一
要園、必

職場組織

ブロ yク長会議

専門部会

青年婦人協議会

図7 支部の機関構成

V. M自動車製作所における QC活動

先にも見たとおり， 1953年に M製作所労組は全自産労を脱退したが， 1952年1月に創

刊号を出した M製作所・所内誌 rM新聞』は，第3号 (52. 3)の論説「経営の主体は

人」において， I憎悪と対立と闘争に終始する宿命的公式物世界観に拠ることをやめ」ょ

うと訴え，第12号 (52.11)の論説は「職場規律」を取り上げた。第14号 (53. 2)の論

説 1M社精神Jでは，日本能率協会理事長森川覚三氏 (M社生活23年に及ぶ人)の講演

において， 1M社はいわば老大国である。先輩が築き上げた王国に安住し過ぎている。昔

は色々な点で他の職場と差があったが今はない。寧ろ M社よりも優れた技術さへ出現せ

んとしている。ここで奮発せねば敗れ去る恐れがある」と「忠告された」ことを深刻に受

け止めよ，と論じている。

このように，開所10周年目にあたる1953年当時， M製作所の再建をめぐって，改めて「伝

統精神」の問題が論じられた。

。，“



その lつの理解は. 1953年 9月の開所10周年式典での OD所長の言う. Iもともと M
社精神とは，国家に奉仕し国家と共に栄ゆると云う事にあ」るとの理解である。他の 1つ

は. rM新聞j第18号 (53. 6)の論説「社風の育成」に言う. I共同して仕事をすると

いう仲間同志に共通する心構えが厳として職場にあるj.その「職場の伝統こそ大きな支柱j

との理解である。そうして，この両者は，たとえば次のような形で媒介されえたのである。

「本年頭に際し私は I職責の遂行Jと云う事を要望したい」。なぜなら. I当社は大きな有
機体」であり，かっ「わが国産業界で、重要な地位を占めて」いて「対外的には日本を代表

する大会社の一つ」である。しかも. Iわが社を興隆せしめることは，乙こを職場とする

諸君の幸福，諸君の御家族の幸福，わが国産業の復興，世界経済への寄与などに，深く密

につながりを持つこと」なのだ，と(1954年度FU社長年頭向辞)。そこからは当然. Iコ

ストの低減と製品品質の向上」による競争力強化が打ち出される。そして. OD所長は，

「本年こそ，まさにオート三輪界の雌雄を決する『関ヶ原Jが展開される年であるj. と

撤を飛ばすのである。このような“哲学"と“撒"とは，ほぼ一貫して，歴代の社長，所

長によって説かれ続ける。一一最近における次の2発言と対比していただきたい。

<A社・ J社長.1982. 1 > 

社長の「経営理念」を問われて， I基本的には対外的な面と対内的な面の二つがあるんですが，

まず対外的な面では言い古されていますが， r会社の業務を通じて社会に貢献する』ということで，
当社の場合は自動車を造るという仕事を通じて貢献する……。また，対内的な面では『会社が永

続的に発展する』ょう努力すること……。十年先に会社に入って来る人のことも考えて，長い意

味での構成員の幸福を確保することが大切。JI前者の f社会への貢献度を示す』指標は結局『企

業の利益jであろうという話は，私の社長就任挨拶で申し上げた。後者の会社の『永続的発展』

についての指標となるのも結局は『企業の利益』なんだね。……こう考えてくると『会社の利益』

というのは極めて大事なんです。J(M製作所ニュース， 1982年1月1日号)

<M製作所.K 所長， 1983. 6 > 

自転車産業は「成熟産業としての体質づくりが，いまいちばんの急務だ。今後，各社闘で新車

種の開発が進み，活発なモデルチェンジが行われるであろう。だが，このモデルチェンジに要し

た設備投資が，利益の中で吸収できない企業，もっといえばそれで利益が生み出せない企業は，

業界の激しい生存競争の中では生き残れないものである。JI三月の家族工場見学では家族の方に

三つのことを約束した。一つは働きやすい環境づくり。一つは地域社会との密着。……もう一つは，

やる気を持ってもらうため海外フロジェク卜への積極的な取り組みだ。口でいうのは簡単だが，

やはりそれは大変だった。なんでもそうだが，このように実行し，やってみることに価値がある

のだと思っている。みんな将来を信じ頑張ってほしい。JUM製作所ニュースj86. 6. 1号)。

さてその間.1953年5月に第3回FST (監督者安全訓練)が行われ，翌日年3月には，

「最近の TWIの普及，とくに JM (改善の仕方)の実施に伴って，業務改善の提案が多

くなっているj(rM新聞J27号， 54. 3)ことを背景に， I従業員業務改善提案並びに善
行取扱要綱」が作られた。また，同年8月には M製作所に「教育委員会j(委員長:総務

部長，副委員長:製造部長，委員:各課長，幹事:総務部勤労課)が設置され，監督者訓

の
49
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練 (TWI) と， O]Tによる技能養成工教育の推進を図ろうとしたのである o -1956 

年および1958年の社長年頭挨拶において FU社長は技術の向上とコスト低減につき， I安

易に“ M社"の名に頼るな，高くても買ってくれる時代は過ぎたJ(同73号)と訴え，次

の YO社長も60年の社長年頭挨拶で， I技術革新が産業構造自体の変革をもたらすj時代

において， Iこの難局に対処する途は，そと，新機種を開発して受注の拡大に努め，うち，

生産を合理化して原価の低減に努め，もって社内留保の充実を図ることにつきるJ(同89号)

と喝破したのであった。

そうした中から， 1960年 11月，第 1回品質月聞が実施された o AS所長は、その意義と

目的を次のように訓示した。

1.良い製品を生産，販売することはわが社創業以来一貫した方針である oIl.当所は自動車メー

カーとして使用者の満足する自動車の生産，販売を最大の目標とし，この目標達成ののために品

質管理の推進を図る o 11. 品質に対する責任は全従業員の負うべきものである。 11. 作業の標

表7 M製作所の品質管理活動ならびにocサークルの経緯

時期区分 メインテーマ 背 景 具体的内容 Q Cサークルの動向

生産品質の向上，外注 (1)統計的品質管理の導入

品質管理の 品の入荷品質の品質の確 -普及
1950-60 導入 保を図る必要がある (2)ノースアメリカンのQ

C導入

「品質をラインで造り込 (1)自主検査の導入 63目11品質管理体験発表会開催(管理職

むJ，1作った人が保障す (2)QCサークル活動導入 -スタッフ)

自主保証
る」体制の整備と QCサ (3ri果証納入認定制度発足 65.7 Q Cサークル活動導入 (30サーク

1961-67 ーケルによる品質管理活
活動

動の推進 10社内作業長QC大会に初参加

66.4 Q Cサークル標準制定

6 社内 QC サーク J~大会に初参加

製造者製品責任が重要と (1){言頼性の確保体制整備 68.4 Q C ザーケル評価基準・表彰手続

なる .FMEA手法の導入等 制定

1968-75 
信頼性の -リコール制度の発足 (2)製造品質の確認体制l整 72.4 Q Cサークル中国・四国支部，支

向上 • FMVSSの施行 備 部長会社に就任

-排出ガスの規制 -新機種確認リストの 75.4 Q Cサークル世話人会発足

整備等

現場の経営参加 (1)改善活動 77.7第1次100%良品運動 (VEにもと

(1)生産性の向上 -製造各課に改善班設 づくもの)

(2)労働者の高学歴化 置 79. 7第2次100%良品運動，および

自主管理・
(3)単純労働化による生 -ムリ・ムラ・ムダの 「目に見える管理」の展開

1976- き甲斐の不足 排除 83.1 Q Cサークル数423-1十一ケル
改善活動

(2)1目に見える管理」の展 84.10 Q Cサークル数399サークル

開

(3)5 WHYによる真因追

求

(資料)M製作所品質管理部資料 11984.10現在，時期区分も同資料のもの)
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準化と品質情報の迅速的，確なフィードパックの重要性。/1.所内全般にバランスのとれた品質

管理方式の確立。J(同上，第98号)。

以後，今日まで毎年11月の品質月間は定着し，社員による QC体験発表会も， 62年の第

3回大会以後，毎年行われている。また， 63年 6月に第 l回VA月間が聞かれ，コスト

ダウンの源泉として位置づけられた。これも今日まで続けられている (1971年より VE

月間となる)。

こうした中で， 60年代半ばには QCサークル活動が盛んになってきている。 1966年5

月末の QCサークル数は全所で162だが，そのうち組立課14，塗装課10，板金集成課8，

板金課11，機械課52，鋳鍛課25と，直接生産部門だけで8割強を占めた。 rM新聞.1162 

号 (66. 6)は言う， I私達の職場に発生する身近かな問題を，私達の手で解決，改善し

ようという活動グルーフ=QCサークルが，工作部各課で盛んに結成され，活動を始め

ている。J，と O そこでは， QCサークル活動の目的を，
「①全員が仕事に対する責任と誇りを持ち，品質管理がすみずみまで徹底して行われるように，

品質意識，問題意識を持つ。/②企業の品質管理活動の一環として，全員参加の QC，地についた

QCを押し進め，所長，部長などの方針の徹底，現場での管理の定着，品質保証などの面で有効な

働きをする。/③現場の第一線監督者のリーダーシップ，管理能力を高める。そのための自己啓発

を行う。J(同上162号。傍点著者)。

と位置づけていた。

その後の M製作所における品質管理活動ならびに QCサークルの展開は，表7にまと

められているごとくである。 1961-67年は「自主保障活動」をメインテーマとし，それを

製造現場における QCサークル活動の推進と結び、つけようとした。次いで68-75年の製

造者製品責任による「信頼性の向上Jの時代を経て， 1976年以降，現在まで「自主管理・
改善活動」として位置づけられてきた。 VEにもとづく第1次100%良品運動と製造各課

(1)100%良品活動

1. 100%良品活動とは 2. 100%良品活動を推進するためには

お客様に完全な商品を渡そう

自分たちの仕事を100%

完全なものにしよう

図8 100%良品運動
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目に見える管理

1.管理を成功させるには 。全員参加の活動であること

。単純明快であること

2. ["自に見える管理Jとは 。大事な物・事が目に見える

。現状が一目で宇IJかる

。特定者でなく誰にも見える

3. ["目に見える管理」の目的 。何をすればよいか 、
}が誰にも

。何をしなければならないカグ

容易に判かり管理・改善に役立てる

鋼の材質

、舎

物の「目に見える管理J
部品

対一川崎
職場の「目に見える管理J 仕事の「目に見える管理」

L吹 P時似

|人の劃哩 l

./<S' + j銀備の穏動lが唱で判吾
|鮒の涜札| 、

l仕事の縛導j

図9 自に見える管理

コミュニケー γョン似

(資料)89班QCサークル資料

への改善班の設置，第2次100%良品運動と「目に見える管理j(図8，9参照)が展開さ

れる中，83年1月のサークル数は423とピークを迎えた。この段階でのM製作所の QCサー

クル活動は，図10の(1)に見る「基本理念j，(2)に見る M製作所での展開の特徴， (3)のごと

き「活動推進体制j(自主的なサークル活動を作業長代表から成る世話人が指導・援助す

る体制)をとっていたのである。

VI. A社活性化提案と M命運動

すでに触れたように， A社の乗用車生産におけるシェアは， 1982年より 5位に転落した。

A社の乗用車生産台数のピークは1979年のこと(商用車を含めた総生産台数でも同じ。

M製作所はともに80年のこと)であった。そうした歴然とした事実を背景に， 1983年の夏，

A自工株式会社の T社長は A社の活性化についての社長呼びかけを全社に訴えた。 T

社長が rM製作所ニュースJで述べた言葉を引いてみよう。
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図10 M製作所のQCサークル活動

(1) QCサ クル活動の基本理念

全社的品質管理活動の一環として行う QCサーケル

活動の基本理念はつぎのとおりである。

(1)企業の体質改善・発展に寄与する。

(2) 人間性を尊重して，生きがLミのある明るい職場

をつくる。

(3) 人間の能力を発揮，無限の可能性を引き出す。

QCサークルとは

・同じ職場内で

・品質管理活動を

.自主的に行なう

・小グル プである。

(3) QCサークル活動推進体制

N 
0> 

サークル員8名

QCサークル
(423サーケル)

この小グル プは

.全社的品質管理活動の一環として

・自己砕発，相互啓発を行ない

-QC手法を活用して
・職場の管理，改善を

.維続的に

・全員参加で，行なう

所推進事務局
(品質管理部)

・所行事計画立案

・活動方針立案

-発表会

1 .所内発表会

3回/年

2.各部発表会

1 [01/月-1凶/3月

企業で働く人の一般的欲求

(1) 能力の発揮

(2) 能力の向上
(3) 白主的な活動
(4) 仕事の完遂

(5) 他人に認められたい

刷所得の増加l
(7)地位の向上

(8) グル 7ft 

(9) 他人との対話
(10) 安全，健康の追求

匡三ヨ

(2) QCサークル活動の特徴

①「目に見える管理」の展開

隠れた問題点を顕在化させ，

マンガ，グラフなどを用いて

視覚化する。

②改善活動

設備，作業の改善を通じて自己

の能力の向上と生甲斐を求める

③全員参加

ま
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込
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する。

(2) 勤務時間外会合

昼休み，定時後，休日等を利

用して活動している。

(1)サ ケル人員:4，138人 (4)サへ五合時タ間ル員 l人当り : 10.1% 

(2) ，~サーケル当」 り人員. 1サークル当 η

10.4人/サークル (5)会人合出席率 : 85% 

年間テーマ取土件数. (83年度)
(3) 2'，;24件(5.6件/サクル)



図11 M製作所⑨運動ASS'Y

(1)活性化施策

(1) 意識改革訓練(俺がやらねばの気概〉

• I洋上JI奥道後」参加者をトレーナーに来島方式の合宿訓練
・管理者から技能職リーダークラスまで規律，発声を含む意

識改革を実践

(2) 管理者の率先垂範〈全管理者の行動指針〉

1M自管理者活性化のための行動指針」の策定

(3) 規律，マナ の向上(顧客に好印象を与える社員集団〉

・毎月全所共通のテーマを設定

・気合のはいった朝会， きびきびした動作，打てば響く職場

(4) 4 Sの向上(簡素で整然とした環境づくり〉

整然としたレイアウト，全員による清掃，器具備品愛護

(5) 文書の簡素化(半減運動〉

・保有量(ファイルメーター参考:

M自(現在)…2.0m/A 管理された事務所 2.5"YA

| 新日鉄(改善後 2.8~人

[ 本田技研 1.5'0/，人
・発生源の削減...・H ・..1シート運動

・複写量の削減・H ・H ・-・コピーレス運動

(6) 会議の効率化(半減運動〉

開催頻度，開催時間，出席メンバーの削減運動

(3) I実践譜」

実践 実践又実践

修練 修練文修練

やって やって やりとおす

{奄がやらねば 誰がやる

今をおいて いつできる

やって やれない事はない

やらず、にできるわけがない

やって やって やりとあ、す

ファイト f ファイ卜 f ファイト y

-27一
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(2) 規律とマナーの向上

1 .気合のはいったやる気の集団づくり

2.企業イメージの向上

気概

大俺がやらねば誰がやる

(1人ひとりが主人公)

食まあまあ主義の排除

1をお互に鍛え合う

(親切とは親しさを切ることでもある)

食決まったら必ず、実践

会ファイト

(執念 ) 
ライバルは前進をくりかえしている/

.-. 
始業時の緊張感の充満

(2) 気合のはいった仕事ぷり
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-正しい姿勢で作業をしているか

O 風通しのよい職場

(1) TOPの意志が短時間に伝達される環境

(2) 決定したら即実践

-伝達事項はよどみなく伝えられているか ・対応にすばやさがあるか

現|・必遠目標は是が非てもやり遂げる決心を ・必要事項について事実を正

状
の
問
題
占

しているか

一中途半端に終っていないか一
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規律とマナーの向上

10月のテーマ
実践，
(全社員対象) 即

何
事
も

*決まった事は守ろう/

H

や
れ
ば
で
き
る
H

チャ、J ・ボヲン苦
とめる ¥ 

ノザケνトの
，)、た苦しめる

田
整
っ
た
服
装
で
作
業
す
る
。

国別場を~く H年は iためられた保護具を身につける。

圏すれ違った人には誠にでも挟拶をする。

.お客機に好印象を与える社員集団

.公徳心・常識の向上

の
気
概
を
も
と
う

宮崎決められた事は守る，一S
一マ
4

一一
の
τア
所
一
の
務
一
四
事
一
日

実践，
(全社員対象)

食堂等)回公衆施設は清潔に。(ロビー，会議室，手洗い場，

園ゴミは，

圏机の上下は

ゴミ箱に確実に捨てる。

.活気ある職場づくり

.打てば饗〈職場づくり

「規律とマナーの向上」

推進目標

常に整理整頓する。

「事務所の4SJ目標

1.企業イメージの向上

2.業務の効率化

綱掛恥訓話6i
水自⑮事務局

(M自ニュース.1984. 10. 1号)

「ご承知のとおり，ここ二，三年，私たち A社グルーフは，残念ながら停滞傾向にありました。

何とかこれに歯止めをかけ，再飛躍に向けて挑戦したいということで“顧客本位"“行動力重視"

“変化への素早い対応"など，私は強調してまいりましたが，各分野における皆さんのこ協力に

より，…・・・体質面につきましでも，品質改善の⑮運動，業務効率革新の骨運動，吏にコスト低減

の全社運動等も漸次その実を挙げつつあります。……(中略)……何と申しましでも皆さん方が

危機意識に徹し，新生A社を再飛躍させようと.rやる気』を燃やすこと，活力ある行動に徹す
ることが肝要であります。J(向上.1984年10月1日号)。

業務効率化運動というのは， 2年間で業務効率化25%，人員再配置25%を狙うものであっ

て， 84年 2月に骨運動としてスタートさせた。それが2ヵ月後の同年4月に M製作所
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に如伺なるインパクトを与えつつあったか。同じく rM製作所ニュース」からの 2つの

記事を見てみよう。

<M製作所命運動， 1984. 4 > 

「この運動はマ一人ひとりが主人公であり，俺がやらねば誰がやるという気概マまあまあ主義

の排除マお互いに鍛え合い，決められたことは必ず実践するという気構えマ執念一一ーをみんなが

再認識する中で，活気があって打てば響くような職場と，やる気の集団づくりをし公徳心，常識

を醸成してお客様に好印象を与える社員に成長することで， T社長の呼びかけに応え，企業イメー

ジアップを図ろうとするものである。J(向上， 1984年5月1日号)。

〈組立工作部の4S運動， 1984. 4 > 

ir安全性向上，品質安定，モラールの向上はキチンとした職場からjを合言葉にいま組立工作
部の 4S運動が盛り上がり，作業場が見違えるようにきれいになっている。 /4月から始まったこ

の4S運動は，毎月第二，第四火曜日を点検日と決め，部代表の課長，作業長と各安全衛生主事

らがチェツクシートを片手に，指定コースを点検。組工部の人たちも『自分たちの職場4Sを，

自分たちがやらすに誰がやるJという気概で，快適な職場づくりに取り組んでいる。J(向上，

1984年6月1日号)。

そして， 84年11月， rM製作所⑧運動 ASS'yJが作成される。その内容は，図11の(1)

のごとき「活性化施策J(r管理者から技能職リーダークラスまで規律，発声を含む意識改
革を実践J)，図(2)のごとき方式での「規律とマナーの向上」策，そして(3)に示した「実践

譜」である。それらは，図12のような形で「目に見えるJように図示され，掲示されるの

である。一一こうした⑧運動，また⑧運動が現場労働者をして，どのように rrやる気j

を燃」えさせ， ri活力ある行動に徹」させたか。それについては，本報告書の諸論考を見
ていただきたい。

私たちがA社 M製作所において，企業聴き取り調査及ひ守労働者調査を行ったのは A

社 T社長の呼びかけがM製作所の rM自ニュース」によって受けとめられ，それが rM

製作所⑧運度ASS'yJとして現実化するまでの間に位置する。この間においては，来島

ドックの企業危機は未だ表面化してはいなかった。

注

(1) 同盟A社労働組合M 支部『豊かな未来へ 30年のあゆみ.1(1976年刊，同労組支部) pp 

146一7

(2) 同上， P 64 
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